
第4次枚方市男女共同参画計画の
構成等について
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資料１



第４次計画の基本的な考え方

【計画策定の方向性】
男女共同参画社会の実現に向けた本市の取り組みを、総合的、計画的に推進するため、第3次
枚方市男女共同参画計画（計画期間：平成28（2016）年度から令和7（2025）年度）に基づき
実施したこれまでの取り組みの成果と課題、社会情勢の変化などを踏まえ策定するものです。
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【計画の推移】
平成11（1999）年に施行された、男女共同参画社会基本法に基づき、平成13（2001）年
「枚方市男女共同参画計画」（平成13年度～22年度）を策定した。平成22（2010）年4月
に枚方市男女共同参画推進条例を制定し、第2次計画（平成23年度～27年度）を経て策定
した、現在の第3次計画（平成28年度～令和7年度）により取り組みを推進している。
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【計画の位置付け】

（１）「枚方市男女共同参画推進条例」第10条1項に基づき、男女共同参画推進
施策を総合的かつ計画的に推進するため、「第3次枚方市男女共同参画計画」を
発展させる計画

（２）市の総合計画やほかの個別計画との整合性を持たせた計画

（３）「男女共同参画社会基本法」第14条第3項に基づく、男女共同参画社会の
形成の促進に関する施策についての市町村男女共同参画計画

（４）「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止
法）」第2条の3第3項に基づく、市町村計画を含む計画

（５）「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」
第6条第2項に基づく、市町村推進計画を含む計画

（６）「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（女性支援法）」第8条3
項に基づく、市町村計画を含む計画（新規追加）

第４次計画の基本的な考え方



第４次計画の基本的な考え方

【計画の期間】
令和８（2026）年度から令和17（2035）年度までの10年間とする。なお、国内外
の動向や社会情勢の変化に対応するため、中間年（令和12（2030）年）に見直し、
必要に応じて改訂

【計画の基本理念】
枚方市男女共同参画推進条例で定める4つの基本理念
・すべての市民にかかわる課題としてとらえること
・一人ひとりが、自ら、さまざまな選択ができること
・あらゆる人権侵害を許さないこと
・仕事と生活の調和の実現を図ること
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計画の位置づけ

枚方市総合計画

枚方市男女共同参画計画

枚方市男女共同参画計画アクションプログラム
人権尊重まちづくり基本計画

枚方市健康増進計画
枚方市地域福祉計画
枚方市障害者計画

ひらかた高齢者保健福祉計画21
枚方市子ども・若者総合計画 等

枚方市人権尊重まちづくり条例
枚方市男女共同参画推進条例
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配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護等に関する法律

女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律

困難な問題を抱える女性への
支援に関する法律

大阪府配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護等に関する基
本計画

おおさか男女共同参画プラン

男女共同参画社会
基本法

大阪府困難な問題を抱える女性
への支援のための施策の実施に
関する基本的な計画

配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護等のための施策に関
する基本的な方針

女性の職業生活における活躍
の推進に関する基本方針

困難な問題を抱える女性への
支援に関する基本的な方針

男女共同参画基本
計画

勘案または即して

勘案または即して

勘案 整合

国

大阪府
枚方市



第４次計画の構成案

基本目標１
人権尊重と男女共同参画への意識改革
（男女共同参画・性の多様性への理解促進、メディア・
リテラシー）

基本目標２
男女共同参画を阻害する暴力の根絶
（DV、暴力予防啓発、被害者支援等）

基本目標３
仕事と生活のあり方をさまざまに選択できる社会づくり
（子育て・介護への支援、雇用の機会均等、ワークライ
フ・バランス）

基本目標４
だれもが安心して暮らせるまちづくり
（健康、ひとり親・高齢・障害・外国人支援、防災）

基本目標５
男女共同参画を推進する体制の整備
（政策・方針決定過程への女性の参画、男女共同参画の
視点に立った施策展開、機関・市民団体連携、意見申
出・人権侵害相談体制）

第３次計画
第４次計画案

基本目標１
男女共同参画の推進に向けた基盤の整備
（男女共同参画・性の多様性への理解促進、メディア・
リテラシー、男女共同参画の視点に立った施策展開、機
関・市民団体連携、意見申出・人権侵害相談体制）

基本目標２
だれもが安全・安心に暮らせるまちづくり
（ DV、暴力予防啓発、被害者支援、困難な問題を抱え
る女性への支援、健康、ひとり親・高齢・障害・外国人
支援、防災）

基本目標３
あらゆる分野における男女共同参画の推進
（子育て・介護への支援、雇用の機会均等、ワークライ
フ・バランス、政策・方針決定過程への女性の参画等）
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＜参考＞内閣府第5次男女共同参画基本計画

１
あらゆる分野における女性の参画拡大

２
安全・安心な暮らしの実現

３
男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備

４
推進体制の整備・強化

（令和2年（2020年）閣議決定）
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幹事・本部会議 審議会 議会・市民

R７．２月

３月
6月

７～8月
９月
１０月

11月

12月～1
月

計画策定に係る基礎資料報告

R6アクションプログラム進捗状況照会
計画素案について（計画案策定）
R6アクションプログラム進捗状況公表
次期アクションプログラムの取組内容
聴取

計画策定に係る基礎資料報告

計画素案について（計画案策定）

第４次枚方市男女共同参画計画
（案）の答申

計画案市民意見聴取

総務委員協議会に計画
案・市民意見報告

R８年３
月
第４次枚方市男女共同参画計画及び
アクションプログラム決定
R7アクションプログラム取組実績照会

第４次枚方市男女共同
参画計画の策定・公表
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今後のスケジュール


